
9 月 2 2 日
｢被災者 へ の 健康調査 結果 によると､ 回答

者約 14 0 0 人のうち睡眠障害が疑われ る人の 割合は4 割を

超 えた ｣ と厚生 労働省研究班が 発表して い ます ｡ また ､

石巻 の仮設住宅で 6 0 代 の独 居男性が 自殺で 亡くなり､

しかもその 遺体 が
一 週間以上 経 っ て発見されるとV ､う事

態も起 きて しまい ました ｡ こうした 危機 に対応するた め ､

被災した経験を持 つ 地 方自治体の首長や首長経験者等が

発起人となり､ 全 国の 民間団体 に協力を呼び掛けて
『 一

般社 団法人 社会的包摂サポ
ー トセ ンタ ー

』 を立ち上 げる

ことに なりました ｡
｢ せ っ かく

一

度は 助

か っ た命を失わせ てはならない ｣ ｡ これが

ホットラインスタ ー トの 決意ですo どんな

悩みでも､
一

度電話で 相談 してみてくだ

さい ｡
一 緒に解決を考えてみませんか ?

1 0 月 1 1 日 - 1･6 日
- 2 4 時間対応

(ll 日は年後1 蒔から/ I.6 日は午後
1 0 暗まで)

[ コ1 0 月 1 7 日
- 2(〕1 2 年 2 月 2 9 日

毎週土
･

木曜 午前1･0 時
- 午後1 0 時

Ⅹ2 01 2 年 2 月 2 9 El ま で のパ イロ･ツ･ト事業です

死別 ･ 離別の悲しみ相談タイヤル

(岩手､ 宮城､ 福島からの み通話可能)

フリーダイヤルこころのささえ

O 1 2 0 - 5 5 6 - 3 3 8

受付 時間 毎週 日曜 1 0 - 2 0 時

毎月 11 日 1 0 - 2 4 時

N P O 法 人ラ イフリ ンク

災害と暴力に悩む女性と

子 ども のた め の

パ
ー プルホッ トライン

0 1 2 0 - 9 4 l - 8 2 6

年中無休 2 4 時間受付

N P O 法人全国女性シェ ルターネット

Il 一

般社団法人社会的包摂サボ
- トセ ン タ ー 共催

■
一 般社団法人パ

ー

ソ ナ ルサポ ー トセ ン タ
ー

共催

■ N P O 法人全国女性シ ェ ル タ
ー ネット, N P O 法人ライフリンク協力
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｢ 社会的包摂サポ
ー トセ ンタ ー

｣ は ､ 社会 的包摂を進めるため の 事業に取り組

む
一

般社団法人です ｡

｢をと会杓包摂｣ という言葉は ､ 初めて目になさる方も多いか もしれません o

ぜ ひ皆さんに ｢ 包摂｣ に つ い て知 っ て い ただきたい と思 い ､ 私たちは法人の名

称としました ｡

さまぎまな社 会的リスク ( お金 や仕事が なくなるなど) によ って ､ 人々 が社会

か ら切り離されてしまうことを
｢社会 的排除｣ と い いますが ､

これ はヨ ー

ロ ッ パ

か ら始まっ た概念で す｡

社会的なリスクが個人の上で連鎖していくと､ その人は社会から切り離されてし

うことがあるの です ｡ 例えば ､
｢
学習機会 が不足 して いた ｣ -

｢ 不安定な仕事に

しか就 けなか っ た｣ -
｢
病気 にな っ てしま っ た｣ -

｢ 退職 / /
/ 失業｣ -

｢ 住居 の 不安

定/ 喪失｣ と いう想定をを考えてみると ､
その 時､ 人は家族からも会社か らも

地域社会からも切り離されてしまって い るかもしれないということが想像できます｡

｢
働いて も生活で きる給料が得られない ｣

｢仕事が見つ か らな い ｣ ｢ 病気で解雇

され た｣
｢
家賃 が 払えない の で アパ

ー トが借りられ ない｣
｢学校に行けな い ｣

などの 生活困難を連鎖させない ､ い つ でもどこかで 支援を得ることが できる ､

新たな社会の仕組み が必要と考えます ｡

そこで ､
こうした ｢ 排除｣ を食い止めるため に

生まれた考え方が ｢社会的包摂｣ です｡

社会的包摂は ､
1 9 8 0 年代から 9 0 年代 にか けて ヨ ー

ロ ッ パ か ら広ま っ た概念

で す｡ 第二 次大戦後､ ヨ
ー

ロ ッ パ の人々の生活保障は ｢福祉国家の拡大｣ によ っ

て保障されて いました ｡ けれ ど､ 1 9 7 0 年代以降の 低成長期に お いて ､ 失業

と不安定雇用の 拡大に伴 っ て ､ 若年者や移民などが福祉国家の 基本的な諸

制度 ( 失業保険､ 健康保険等) か らもれ ､

｢
新たな貧困｣ が 拡大 しました ｡

今の日本の 状況 にとても近 いとは言えない でしょうか 0

日本政府も ｢社会的包摂｣ を推進しようと､ 内閣府に
｢
社会 的包摂推進室｣

を設置して います｡

そして ､ 現在の被災地で は
｢
社会的排除｣ に つ ながりか ねない ､ 被災者の孤

立 が危供されて い ます ｡

＼

｢ 寄り添 い ホ ットライン｣ は ､ ｢ ∵人にしなt ) ｣ ｢ 社会から

切り離さない｣ ことを目指して電話相談に取り組みます｡
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